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長
崎

県
道

路
メ

ン
テ

ナ
ン
ス

会
議

 
規

約
 

（
名

 
称

）
 

第
１

条
 
本
会

は
、
「
長
崎
県
道
路

メ
ン
テ
ナ

ン
ス

会
議
」（

以
下

、
「
会

議
」
と
い
う

。）
と
称

す
る
。

 

（
目

 
的

）
 

第
２

条
 
会
議

は
、

道
路

法
（
昭
和

27
年

6
月

10
日
法
律
第

180
号
）
第

28
条
の
２

の
規

定
に

基
づ

き
設
置
す

る
協

議
会

と
し

て
、
長

崎
県

内
の

各
道
路
管
理
者

等
が
相
互
に
連
絡

調
整

を
行

う
こ
と
に

よ
り
、
適
切

な
道

路
構

造
物
の

保
全
を
行
い
、
円
滑

な
道
路
管

理
の

促
進
を
図
る
こ

と
を

目
的
と

す

る
。

 

（
所
掌
事

項
）

 
第

３
条
 
会
議

は
、

第
２

条
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め

、
次

の
事

項
に

つ
い
て

所
掌

す
る

。
 

（
１

）
 道

路
イ
ン

フ
ラ

の
維
持
管
理
等
に

係
る
管
理
者
意

識
の

浸
透

・
情
報

共
有

に
関

す
る
こ
と
。

 
（
２

）
 道

路
イ
ン

フ
ラ

の
点
検
・
診
断
及

び
措
置
等
の
集

約
・

調
整

・
支
援

に
関

す
る

こ
と
。

 
（
３

）
 道

路
イ
ン

フ
ラ

の
維
持
管
理
技
術

に
関
す
る
こ
と

。
 

（
４

）
 そ

の
他
、

道
路

の
管
理
に
関
連
し

会
長
が
妥
当
と

認
め

た
事

項
。

 

（
組

 
織

）
 

第
４

条
 
会
議

は
、

別
表

―
１
に
定
め
る

長
崎
県
内
の

各
道

路
管

理
者

で
構
成

す
る

も
の

と
す
る
。

 
２
．
会
議

に
は

、
会

長
及

び
副

会
長
を

置
く

も
の

と
し
会
長
は

国
土
交
通
省
九
州
地

方
整

備
局
長

崎
河
川

国
道
事
務

所
長

、
副

会
長

は
長

崎
県
土

木
部

道
路
維
持
課
長
及

び
西
日
本
高
速

道
路

株
式

会
社
九
州

支
社
長
崎

高
速

道
路

事
務

所
長
と

す
る

。
 

３
．
会

議
は

会
長

の
招

集
に
よ

り
開

催
す
る
も
の
と

し
、

会
議
進
行
は

会
長

が
務

め
る

。
 

４
．
会

長
に

事
故

等
が

あ
る
と

き
は

、
副
会
長
が
そ

の
職

務
を
代

行
す

る
。

 
５

．
会

議
に

は
、

必
要

に
応
じ

会
長

が
指
名
す
る
も

の
を

出
席
さ
せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
（

専
門
部

会
）

 
第

５
条
 

会
長

は
、
個
別
課
題

等
に
つ
い
て

の
検

討
・
調
整
を

行
う

た
め
「
専

門
部

会
」
を
設
置
す

る
こ
と

が
で
き
る
も
の

と
す

る
。

な
お

、
専
門

部
会

の
規

約
は
別
途
定

め
る
。

 
２
．「

専
門

部
会
」
と
し
て
、

以
下
の

組
織

を
置

く
。

 
 

 
 

 
（

１
）
『
高
速
道
路

を
跨
ぐ

橋
梁

の
維

持
管
理
に
関

す
る
連
絡
協
議
会
』

 
 

 
 

 
（

２
）
『
長
崎
県
跨

道
橋
連

絡
会

議
』

 
 

 
 

 
（

３
）
『
長
崎
県
道

路
鉄
道

連
絡

会
議

』
 

 
 

（
幹

事
会

）
 

第
６

条
 

会
議

に
は

、
必

要
に
応

じ
幹

事
会
を
置
く
こ

と
が

で
き
る
。

 
幹
事

会
は

、
次

の
事
項
に
か
か

る
事
務
を
つ

か
さ

ど
る

。
 

（
１

）
 会

議
に
お
け
る

協
議

議
題

の
調

整
 

（
２

）
 規

約
の
策

定
・

改
正

・
廃

止
等
に

係
る

調
整

 
 
 
 
 
 

 
（
３

）
そ

の
他

、
会
議
の
運
営

に
際
し
必
要

と
な

る
事

項
の

調
整
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（
事

務
局

）
 

第
７

条
 

会
議

の
運

営
に

関
わ
る

事
務

を
行
わ
せ
る
た

め
、

事
務
局

を
置

く
。

 
２

．
事
務
局
は

、
国
土

交
通
省
九
州

地
方
整
備
局
長

崎
河

川
国

道
事
務

所
道

路
管

理
第

二
課
、
長
崎
県

土
木

部
道

路
維

持
課

及
び

西
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
九

州
支

社
長

崎
高

速
道

路
事

務
所

統
括

課

が
担
う
も

の
と

す
る

。
 

（
規

約
の

改
正

）
 

第
８

条
 

本
規

約
の

改
正

等
は
、

本
会

議
の
承
認
を
得

て
行

う
こ
と

が
で

き
る

。
 

（
そ

の
他

）
 

第
９

条
 

本
規

約
に

定
め

る
も
の

の
ほ

か
必
要
な
事
項

は
そ

の
都
度
協
議

し
て

定
め

る
も

の
と
す

る
。

 

（
附

則
）

 
本
規
約

は
、

平
成

２
６

年
５
月

２
８

日
か
ら
施
行
す

る
。

 

本
規
約

は
、

平
成

２
６

年
１
０

月
３

０
日
か
ら
施
行

す
る

。
（
会

議
オ

ブ
ザ

ー
バ
ー
の
追

加
）

 

本
規

約
は
、
平
成
２

７
年

１
月

１
５
日

か
ら

施
行

す
る
。（

長
崎

県
跨

道
橋

連
絡
会
議
の
設
置

）
 

 本
規

約
は
、
平
成
２

８
年

２
月

１
５
日

か
ら

施
行

す
る
。（

第
2
条

変
更

 
法
定
会
議
に
位

置
づ
け

）
 

 本
規

約
は
、
平
成
２

９
年

２
月

１
４
日

か
ら

施
行

す
る
。（

長
崎

県
道

路
鉄

道
連
絡
会
議
の
設

置
）
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別
表
－
１

 

長
崎
県
道

路
メ
ン
テ

ナ
ン
ス

会
議
 
名

簿
 

 
所
 
 
属

 
役
 
 
職

 

会
 
長

 
国

土
交
通
省

 
九
州
地
方
整
備
局

 
長
崎

河
川
国
道

事
務

所
長

 

副
会
長

 
長

崎
県

 
土
木

部
 

道
路

維
持
課
長

 

副
会
長

 
西

日
本
高
速
道

路
株

式
会
社

 九
州
支

社
 

長
崎

高
速
道
路

事
務

所
長

 

委
 
員

 
西

日
本
高
速
道

路
株

式
会
社

 九
州
支

社
 

佐
賀

高
速
道
路

事
務

所
長

 

委
 
員

 
国

土
交
通
省

 
九
州
地
方
整
備
局

 道
路
部

 
道
路

保
全
企
画

官
 

委
 
員

 
国

土
交
通
省

 
九
州
地
方
整
備
局

 道
路
部

 
地
域

道
路
調
整

官
 

委
 
員

 
長

崎
県

 
道
路

公
社

 
常
務

理
事

 
委

 
員

 
長

崎
市

 
中
央

総
合
事
務

所
理

事
 

委
 
員

 
佐

世
保
市

 
土
木

部
長

 
委

 
員

 
島

原
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
諫

早
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
大

村
市

 
都
市

整
備
部
長

 
委

 
員

 
平

戸
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
松

浦
市

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
対

馬
市

 
建
設

部
長

 

委
 
員

 
壱

岐
市

 
建
設

部
長

 

委
 
員

 
五

島
市

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
西

海
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
雲

仙
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
南

島
原
市

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
長

与
町

 
建
設

産
業
部
長

 
委

 
員

 
時

津
町

 
建
設

部
長

 
委

 
員

 
東

彼
杵
町

 
建
設

課
長

 
委

 
員

 
川

棚
町

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
波

佐
見
町

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
小

値
賀
町

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
佐

々
町

 
建
設

課
長

 

委
 
員

 
新

上
五
島

町
 

建
設

課
長

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
公

益
財
団
法
人

 
長

崎
県
建
設

技
術
研
究
セ

ン
タ

ー
 

技
術

部
長

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
九

州
旅
客
鉄
道

株
式

会
社
 
長

崎
支
社

 
工
務

課
長

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
松

浦
鉄
道
株
式

会
社

 
運
輸

部
工
務
課

長
 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
島

原
鉄
道
株
式

会
社

 
鉄
道

部
鉄
道
課

長
 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー

 
長

崎
電
気
軌
道

株
式

会
社

 
電
車

事
業
部
工

務
課

長
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別
表

 

長
崎
県
道

路
メ
ン
テ

ナ
ン
ス

会
議
 
幹
事
会
名

簿
 

 
所
 
 
属

 
役
 
 
職

 

幹
事
長

 
国

土
交
通
省

 九
州
地

方
整
備
局

 長
崎
河
川

国
道
事

務
所

 
技

術
副

所
長

 

副
幹
事
長

 
長

崎
県

 
土
木
部

道
路

維
持
課

 
総

括
課

長
補
佐

 

副
幹
事
長

 
西

日
本
高
速
道

路
株

式
会
社

 九
州
支
社

 長
崎
高
速

道
路
事
務

所
 

副
所
長

 

幹
事

 
長

崎
県

 
道
路
公

社
 

技
術
部

長
 

幹
事

 
長

崎
市

 
地

域
整

備
１
課

長
 

幹
事

 
佐

世
保
市

 
道

路
維

持
課

長
 

幹
事

 
諫

早
市

 
道

路
課

長
 

幹
事

 
五

島
市

 
建

設
課

長
 

幹
事

 
長

与
町

 
土

木
管

理
課
長

 

幹
事

 
佐

々
町

 
建

設
課

長
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

事
務
局

 

国
土
交
通
省

 九
州
地

方
整
備
局

 長
崎
河
川

国
道
事

務
所

 道
路

管
理

第
二
課

 

長
崎
県

 
土
木
部

 道
路
維
持
課

 

西
日
本
高
速
道

路
株

式
会
社

 九
州
支
社

 長
崎
高
速

道
路
事
務

所
 
統
括
課

 

 



長崎県の点検実施状況（全体） 精査中
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○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。平成２９年度末の点検実施率は、橋梁約８０％、トンネル約６０％、道路附属物等
約８７％。

＜５年間の点検計画と平成26～29年度の実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設 管理施設数
点検計画数
(H26～H29)

点検実施数
(H26～H29)

点検実施率
(H26～H29)

橋梁 10,161 8,073 8,083 80%

トンネル 208 131 125 60%

道路附属物等 211 189 184 87%

管理者 管理施設数
点検計画数
(H26～H29)

点検実施数
(H26～H29)

点検実施率
(H26～H29)

国土交通省 249 194 192 77%

高速道路会社 210 194 194 92%

地方公共団体 9,702 7,685 7,697 79%

合計 10,161 8,073 8,083 80%

※ H30.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

※ H30.3月末時点

8%

4%

20%

16%

9%

37%

27%

19%

8%

30%

30%

24%

20%

37%

11%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

8% 16%

4% 9%

23% 36%

27%

20%

9%

30%

27%

20%



長崎県の点検実施状況（橋梁） 精査中
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○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率（平成２９年度まで）は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約９５％、
跨線橋約８４％、緊急輸送道路を構成する橋梁約９２％である。

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認しており、平成３０年度までにすべての点検が完了する見込み。

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26～29年度の実施状況＞

※ H30.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある
跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む

管理施設数
点検計画数
(H26～H29)

点検実施数
(H26～H29)

点検実施率
(H26～H29)

橋梁 10,161 8,073 8,083 80%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 157 149 149 95%

跨線橋 115 97 97 84%

緊急輸送道路を
構成する橋梁 1,832 1,708 1,688 92%

8%

35%

12%

13%

16%

42%

46%

22%

27%

13%

11%

35%

30%

9%

18%

23%

20%

1%

14%

6%

橋梁

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

8% 16%

34% 42%

12% 46%

13% 22%

27%

13%

11%

36%

30%

9%

18%

22%



長崎県の平成２９年度点検結果（橋梁） 精査中
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＜平成２９年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 249 39 33 5 1 0 

高速道路会社 210 41 17 20 4 0 

都道府県 2,076 476 308 160 8 0 

道路公社 36 0 0 0 0 0 

政令市 0 0 0 0 0 0 

市区町村 7,590 2,470 929 1,438 103 0 

合計 10,161 3,026 1,287 1,623 116 0 

○ 長崎県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0橋、判定区分Ⅲ（早期に
措置を講ずべき状態）は116橋（3.8%）、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ま
しい状態）は1,620橋（53.6%）。

※ H30.3月末時点



長崎県の平成２９年度点検結果（トンネル） 精査中
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＜平成２９年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 8 2 0 1 1 0 

高速道路会社 17 3 0 2 1 0 

都道府県 129 46 0 41 5 0 

道路公社 7 0 0 0 0 0 

政令市 0 0 0 0 0 0 

市区町村 47 5 1 4 0 0 

合計 208 56 1 48 7 0 

○ 長崎県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0本、判定区分Ⅲ（早
期に措置を講ずべき状態）は7本（0.2%）、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望
ましい状態）は48本（85.7%）。

※ H30.3月末時点



長崎県の平成２９年度点検結果（道路附属物等） 精査中
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＜平成２９年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 66 7 3 2 2 0 

高速道路会社 47 3 3 0 0 0 

都道府県 73 31 3 16 12 0 

道路公社 5 0 0 0 0 0 

政令市 0 0 0 0 0 0 

市区町村 20 1 0 1 0 0 

合計 211 42 9 19 14 0 

○ 長崎県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0箇所、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は14箇所（33.3%）、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態）は19箇所（45.2%）。

※ H30.3月末時点



長崎県の平成３０年度点検計画 精査中
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道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検実施数 H30点検計画数

橋梁 10,161 770 1,591 2,696 3,026 2,062 

トンネル 208 9 19 41 56 83 

道路附属物等 211 48 76 18 42 27 

＜各構造物の平成３０年度の点検予定＞
全道路管理者の合計



長崎県の平成３０年度点検計画（最優先で点検すべき橋梁） 精査中

道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検実施数 H30点検計画数

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

157 52 64 19 14 2 

跨線橋 115 13 52 12 20 16 

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,832 233 403 648 404 135 

＜最優先で点検すべき橋梁の平成３０年度の点検予定＞
全道路管理者の合計

※Ｈ３０点検計画数は、今後見直しすることがある
※跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む
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橋梁初級Ⅰ（Ⅰ期）
（募集終了）

橋梁初級Ⅰ（Ⅱ期）
（定員４０名）

橋梁初級Ⅱ
（募集終了）

トンネル初級
（募集終了）

8月6日～8月10日（5日間） 10月1日～10月5日（5日間） 8月27日～8月29日（3日間） 10月9日～10月12日（4日間）

整備局 6 3 12 11 32

福岡県 4 0 1 1 6

佐賀県 8 2 4 0 14

長崎県 0 0 4 1 5

熊本県 1 2 0 0 3

大分県 2 2 3 2 9

宮崎県 5 4 4 3 16

鹿児島県 5 3 2 4 14

その他（公社等） 2 2 4 1 9

合　　計 33 18 34 23 108

機関別　合計

研修・広報計画

①道路構造物管理実務者研修（九州技術事務所）

・九州地方整備局では、九州地方整備局職員及び地方公共団体等の職員を対象に「道路構造物管理実務者研修」を実施して
います。

・現時点での応募状況は以下のとおりです。

≪参考≫ 研修の目的

橋梁初級Ⅰ研修
道路橋、土工構造物等の定期点検に関して、最低限必要な知識と技能を習得

することを目標とする。（職員自らに定期点検を行わせる場合の第一ステップ）

橋梁初級Ⅱ研修
道路橋に関する点検の知識、並びに補修・補強の工法選定の判断に必要な基

礎的知識を習得することを目標とする。

トンネル初級研修
トンネルの定期点検に関する最低限必要な知識と技能、及び道路トンネルの

補修･補強の基礎的知識を習得することを目標とする。

橋梁初級Ⅰ研修の状況

H30.6.30現在

13
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H30年度研修（予定）

②長崎県メンテナンス研修（橋梁）研修

対 象：自治体職員（及び直轄職員）

予定人数：１会場２０名程度

時 期：１０月～１１月で２回程度
１泊２日（初日講義、２日目現場）

場 所：長崎市内、県北振興局管内、
可能であれば離島での開催

目 的：管理者又は発注者として必要
な知識の習得を目的として、
橋梁に係る点検要領、診断、
設計、施工等の理解に係わ
る講義及び現場実習

14

H29長崎会場 講義

H29佐世保会場 現場実習
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H30年度研修
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※平成30年度

➂その他点検講習会等
〈橋梁・防災・トンネル点検研修会〉

対 象：自治体職員（県及び13市町）、道守関係者、県OB
予定人数：橋梁・防災・トンネルで延べ164名
時 期：平成３０年５月２４・２５日
目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領の
理解に係わる講義及び現場実習



テレビ（NHK、NIB）での報道（H29.10.24)

NHK

NIB
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